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☎0480-62-1111（代表） 
 



1 

 

１ 給付金の概要 
 

 

 
 
 
 

（１）趣旨 
物価高騰の影響を受け、利益が減少している市内事業者の事業

継続を支援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交

付金を活用し、市独自の給付金を支給します。 

 

（２）給付額 
１事業者あたり一律１０万円（1回限り） 

 

（３）給付対象 
中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者に該当する

株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社及び個人事

業者 

※農林水産業にかかる収入が事業収入の総額の過半を占める事

業者や主たる事業が農林水産業である事業者を除く。 

 

（４）申請期間 
令和８年５月２０日(水)から令和８年８月３１日(月)まで 

 

※当日消印有効。ただし、予算の上限に達した場合は申請期間であって

も先着順で締切。 

 

（５）給付決定 
申請受理後、審査を経て問題なければ給付金の振り込みをもっ

て支給決定とします。 
 

※申請書類に不足がなければ、申請から２～３週間程度でご指定の口座に

入金する予定です。 

なお、市役所からの給付決定の通知や振り込みの通知などは省略し、

給付金の振り込みをもって給付決定とみなしますので、申請した振込

口座の入金確認をお願いします。 
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２ 申請要件 
 

 

 

 

●本給付金の給付対象者は、次の要件をすべて満たす方とします。 
 

➀ 令和７年１月１日時点及び申請日現在で、 

【法人の場合】加須市内に本店を置く会社（株式会社、合名会社、合資会社、

合同会社、有限会社） 

【個人の場合】加須市に住所を有する個人事業者 

② 今後も事業を継続する意思があること。 

③ 事業収入が、他の収入を含めた総収入金額のうち過半を占めるものである

こと。 

④ 農林水産業にかかる収入が事業収入の過半を占めるものでないこと。 

⑤ 主たる事業が農林水産業でないこと。 
 
⑥ 直近の決算（１年分）の売上総利益又は営業利益が前年同期分と比較

して20万円以上減少していること。 

⑦ 納期が到来した市税に滞納がない事業者。ただし、納税猶予されて

いる場合を除く。 

⑧ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団 

又は暴力団員でないこと。 

⑨ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風 

俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を行う者でないこと。 

⑩ 政治団体でないこと。 

⑪ 宗教上の組織若しくは団体でないこと。 

⑫ 本給付金の趣旨、目的に照らして適当でないと市長が判断する事業者 

でないこと。  
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３ 申請手続きなど 
 

 

 

 
（1）本給付金の申請に必要な書類等の入手方法 

○加須市公式ホームページから申請書等をダウンロード 

https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/sangyoukoyou/hozy

okin/43167.html 

○加須市役所経済部産業振興課 

（加須市役所２階③番窓口） 

○加須市商工会 

 

  
（２）申請方法 

 

①  郵送の場合                         
申請書類を任意の封筒（郵便料等はご負担願います。）で下記まで

お送りください。 

※ 令和8年8月31日（月）の消印有効です。 
 
〒347-8501  加須市三俣二丁目1番地1 

加須市 経済部 産業振興課 

 

 ② 窓口受付の場合                    
 

【受付窓口】 加須市役所2階 産業振興課窓口 

【受付期間】 令和8年5月20日（水）から令和8年8月31日（月） 

        （土・日曜日、祝日は除く） 

【受付時間】 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 

③ お問い合わせ先                    
 

加須市経済部産業振興課 TEL0480-62-1111（代表） 

加須市公式ホームページの 

ＱＲコード 
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（３）申請書類 

№ 申請に必要な書類 ﾁｪｯｸ 

 
物価高騰利益減対策給付金申請書兼請求書（様式第１号） 
・記入例を参考にしてください。【法人・個人事業者共通】 □ 

１ 
誓約書兼同意書（様式第２号） 
【法人・個人事業者共通】 □ 

２-1 
直近の決算期の損益計算書又は収支内訳書の写し 
【法人・個人事業者共通】 □ 

２-2 
直近の決算期の１期前の損益計算書又は収支内訳書の写し 
【法人・個人事業者共通】 □ 

３ 

【法人】直近の事業年度の法人税確定申告書の別表一の写し 
・納税地が市外の場合は、令和7年１月１日時点において本店が市内 

であることを確認するために履歴事項全部証明書（発行日から３か月

以内）の写しを追加で添付 

□ 

4 

【個人事業者】令和7年分の所得税確定申告書の第１表の写し 
・所得金額が基礎控除額以下で確定申告が不要な場合は、 

「令和８年度（令和７年中所得）市民税・県民税申告書」の写しの 

添付でも可 

□ 

5 

振込口座のわかる通帳等の写し 
【法人・個人事業者共通】 
・金融機関名・支店名、口座番号、カナ口座名義がわかる部分の写し 

（通帳表紙の裏面、キャッシュカードなど） 

・振込先の口座は、申請者本人名義の口座に限ります。 

（法人の場合は、当該法人の口座に限ります。） 

□ 

6 【個人事業者】市内に住所を有していることが分かる本人等確認書類の写し  
例：運転免許証・マイナンバーカ―ド等 □ 

－ 

事業承継等により、申告書に記載の事業所名・代表者名が申請書に記

載の事業所名・代表者名と異なる場合は、事業の継続が確認できる書類

（廃業届、開業届、履歴事項全部証明書の写しなど）を添付 
※履歴事項全部証明書は発行日から３か月以内 

□ 
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計算例 

例1（給付対象） 

決算期 
令和7年９月Ⓐ 

（直近） 
令和6年９月Ⓑ 
（直近決算の1期前） 

差引額（Ⓐ－Ⓑ）  

売上総利益 10,000,000円 10,190,000円 ▲190,000円 ×（減少が20万円未満） 

営業利益 ▲1,200,000円 ▲1,000,000円 ▲200,000円 ○（20万円以上減少） 

→例1は営業利益が20万円以上減少しているため申請可 

 

例2（給付対象外） 

決算期 
令和8年2月Ⓐ 

（直近） 
令和7年2月Ⓑ 

（直近決算の1期前） 
差引額（Ⓐ－Ⓑ）  

売上総利益 11,000,000円 10,000,000円 1,000,000円 ×（利益が増加） 

営業利益 1,100,000円 1,000,000円 100,000円 ×（利益が増加） 

→例２は売上総利益、営業利益ともに増加しているため申請不可 

 

例３（給付対象） ※個人事業者 青色申告 

決算期 
令和7年12月Ⓐ 

（直近） 
令和6年12月Ⓑ 
（直近決算の1期前） 

差引額（Ⓐ－Ⓑ）  

売上総利益 

（損益計算書差

引金額⑦の欄） 

8,000,000円 8,500,000円 ▲500,000円 ○（20万円以上減少） 

営業利益（損益

計算書差引金額

㉝の欄） 

5,000,000円 6,000,000円 ▲1,000,000円 ○（20万円以上減少） 

→例３は売上総利益、営業利益ともに20万円以上減少しているため申請可 

 

例４（給付対象） ※個人事業者 白色申告 

決算期 
令和7年12月Ⓐ 

（直近） 
令和6年12月Ⓑ 
（直近決算の1期前） 

差引額（Ⓐ－Ⓑ）  

売上総利益 

（収支内訳書差

引金額⑩の欄） 

8,000,000円 8,500,000円 ▲500,000円 ○（20万円以上減少） 

営業利益（収支

内訳書専従者控

除前の所得金額

⑲の欄） 

4,400,000円 4,000,000円 400,000円 ×（利益が増加） 

→例４は売上総利益が20万円以上減少しているため申請可 
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（４）申請書の記入例 
 
①  物価高騰利益減対策給付金申請書兼請求書 
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②  誓約書兼同意書 
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株式会社加須こいのぼり （単位：円）

売 上 高 28,000,000

期 首 棚 卸 高 5,000,000

仕 入 高 8,000,000

合 計 13,000,000

期 末 棚 卸 高 3,000,000 10,000,000

売 上 総 利 益 18,000,000

役 員 報 酬 7,000,000

給 与 手 当 6,000,000

○ ○ ○ ○ 600,000

… 13,600,000

営 業 利 益 4,400,000

受 取 利 息 ○○○○

○ ○ ○ ○ ○○○○

…

支 払 利 息 ○○○○

○ ○ ○ ○ ○○○○

…

経 常 利 益 ○○○○

…

税 引 前 当 期 純 利 益 ○○○○

法人税、住民税及び事業税 ○○○○

当 期 純 利 益 ○○○○

【営　 業　 外 　費 　用】

損　益　計　算　書
（自　令和　年　月　日　　至　令和　年　月　日）

金　　　額勘　定　科　目

【売　　 　 上  　　　高】

【売　　上　　原　　価】

【販売費及び一般管理費】

【営　 業　 外 　収 　益】

（５）申請書に添付する書類の例示 

  ① 法人の損益計算書 
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営業利益 

売上総利益 

売上総利益 

営業利益 

③ 個人事業者の白色申告 収支内訳書 

② 個人事業者の青色申告 損益計算書 
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④ 直近の事業年度分の法人税確定申告書別表一 

納税地が加須市であることをご確認ください。 

納税地が市外の場合は、令和7年１月１日時点において本店又は主たる事業所が市内で

あることを確認するために履歴事項全部証明書の写しを追加で添付してください。 

 

法人税の申告書であること

をご確認ください。 
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⑤ 所得税確定申告書第一表 

※㋐＋㋑の合計額が㋒～㋚の合計額よりも大きいことをご確認ください。 

 さらに、㋑よりも㋐が大きいこと（㋐＞㋑であること）もご確認ください。 
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４ その他 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ネットバンキングを利用されている方は専用サイトから金融機関名・支店名・口座番号・名義

が分かる画面をプリントしたものを添付してください。 
 
 
 

   運転免許証やマイナンバーカードなど、市内に住所を有していることが確認できる書類の写し 

 

 

 

（１）支給の決定 
申請書類を受理した後、その内容を審査し、適正と認められるときは給

付金を支給します。 

なお、給付決定の通知や振り込みの通知などは省略し、給付金の振り込

みをもって給付決定とみなしますので、申請した振込口座の入金確認をお

願いします。 

 

（２）通知等 

申請書類の審査の結果、本給付金を支給しない旨の決定をしたときは、

後日、「不給付通知書」を送付します。 

 

（３）給付金の返還 
本給付金の支給後、給付対象要件に該当しないことが判明した場合は、

本給付金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は給付金を返還し

なければなりません。また、給付金の不正受給に該当することが判明した

場合は、給付金の返還に加え、事業者名等を公表する場合があります。 

⑥ 振込先口座の通帳などの写し 

通帳を開いた1・2ページ目のコピー キャッシュカードのコピー 

⓻ 本人確認資料の写し（個人事業者のみ） 


